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資料６ 
 

各発注者における格付、競争参加資格設定等 
のあり方について 

 
 
（論点）施工の質等の向上を図るとともに、建設業の健全な発展を促進する

観点から、格付け、競争参加資格設定等にあたって、どのような点を

重視すべきか。 
 
１．入札参加希望者登録（格付け）の改善 
（１）施工経験・工事成績の評価 

○ 適正な施工の確保を図るとともに、請負企業の施工の質等を高める

インセンティブを付与する観点から、企業評価において、当該企業の

施工経験及び成績を適切に評価すべきではないか。 
○ 特に、成績優良企業に対しては、施工の質の向上へのインセンティ

ブになるという波及効果も考慮し、適切に加点を行うべきではないか。 
 
（２）企業の社会貢献等に対する評価 
   ○ 災害対応協定、障害者雇用、男女共同参画等の企業の社会的貢献に

ついて、等級区分の中でどのように取り扱うことが適当か。 
○ これらの事項の中には、工事目的物の性能の発揮等に関連する事項

（災害対応等）、工事に伴う影響の緩和に関連する事項（環境影響の

低減等）、その他の行政課題への対応のための事項（障害者雇用等）

があるものと考えられるが、それぞれについて、どのように考えるべ

きか。 
 
２．競争参加条件の設定及び指名の運用の改善 
（１）基本的な考え方 
   ○ 一般競争入札、指名競争入札はそれぞれが長所を持つものであり、

各発注者がそれぞれの判断で適切に活用すべきものであるが、その競



 2

争の質を向上する観点から、一般競争入札においては十分にして最小

限の客観的な条件が設定されるべきであり、また、指名競争入札にお

いても同様に、できる限り客観的な基準の下で、優秀な企業が指名さ

れるような運用が行われることが必要ではないか。 
  ○ 公共工事の競争入札は、納税者の視点に立って、「良いものを安くつ

くる」ためには適切に事業者の優劣を評価し、競争参加者を選定する

ことが必要であり、参加希望型の入札を行う場合には、施工経験や工

事成績等の参加要件を付すこととすべきではないか。 
○ また、これらの運用に当たっては、いずれの入札方式においても、

過度に競争性を低下させることなく、また、発注者の恣意性を排除す

る観点から、情報の公表を徹底することが重要ではないか。 
 
（２）競争入札での競争参加条件設定・指名の改善の方向 
   ○ ペーパーカンパニーや暴力団関係企業等の不良・不適格業者を排除

し、適正な施工の確保等を図るとともに、事業者の意欲を高め、技術

と経営の向上を促進する観点から、競争参加条件の設定及び指名の運

用において、企業の施工経験や成績等を適切に評価し、反映させるべ

きではないか。 
  ○ 特に、施工能力を有していない企業が受注した場合、一括下請を誘

発することが懸念されるため、工事実績のデータベースや契約書等を

活用し、適切に施工経験をチェックすべきではないか。また、工事経

歴等の許可行政庁が保有している情報についても、活用方策を検討し

ていくべきではないか。 
  ○ 企業の社会的・地域貢献については、どのような取り扱いを行うこ

とが適当か。 
   ○ また、従来から、これらの事項を点数化した、いわゆる「主観点数」

が、「客観点数」（経営事項審査の総合点数）と足し合わされて格付け

に使用されたり、客観点数のみが競争参加資格の条件として使用され

ることが多いが、競争参加資格の条件として、この主観点数を活用す

ることも検討すべきではないか。 
 
（３）工事の性質に応じた追加的措置の実施 
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○ 真に優秀な事業者が評価され、事業者のレベルアップを促進する観

点からも、工事の難易度、種別等に応じ、例えば、工事成績優良事業

者のみで競争を行うことなどにより、優良業者の受注機会が増大する

ような仕組みを検討すべきではないか。 
 
（４）履行保証制度の柔軟な運用 
    ○ 履行保証は、確実な施工を担保するために契約者に課しているもの

であるが、事業者に対するインセンティブ効果等も考慮し、過去の工

事成績等に応じ、柔軟に履行保証割合を設定することを検討すべきで

はないか。 
    ○  また、いわゆる入札ボンド（履行保証の予約を入札時に義務付ける

こと）の導入については、受注者選定の過程に市場性を加味すること

などの意義はあるものの、従前の検討において、引受機関のキャパシ

ティーの確保などの課題があることから引き続き検討することが必要

とされているが、どのような取り扱いとすることが適当か。 
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労働におけるＣＳＲのあり方に関する研究会 

中間報告書 (抜粋) 

（座長：谷本寛治 一橋大学大学院商学研究科教授） 

 

 

１．労働に関してＣＳＲを検討する背景と意義 

 

 ○ 企業においては活動するに当たって、社会的公正や環境などへの配慮を

組み込み、従業員、投資家、地域社会等のステークホルダー（利害関係者）

に対して責任ある行動をとるとともに、アカウンタビリティ（説明責任）

を果たしていくことが求められている。こうした考え方はＣＳＲ

（Corporate Social Responsibility）と呼ばれ、我が国においてもＣＳＲ

について本格的な取組みが始まっている。 

 

 ○ しかしながら、近年、企業間競争の激化等によって長時間労働やストレ

スが増大したり、女性の登用が十分に進まないなど、働き方の持続可能性

や公平性に照らして懸念される状況が多くみられる。 

こうした中、「人」の観点からも持続可能な社会を形成していくことが重

要となっており、社会的基盤の損失にもつながる行き過ぎた利益至上主義

に対し、従業員、求職者等のステークホルダーに対する考慮を強調するＣ

ＳＲの考え方は、企業や市場のあり方を変革し、社会の持続可能性を保持

していく上で重要性を増してきている。 

 

 

４．労働のＣＳＲを推進するための環境整備の方策 

 

○ 調達におけるＣＳＲの考慮 

 国や地方自治体が調達する際に、労働などの事項についてＣＳＲに配慮

している企業を優先することも考えられる。例えば、東京都千代田区や大

阪市においては、建設工事等入札参加資格者の評価項目に、障害者雇用な

ど独自の社会的貢献度を加えており、こうしたＣＳＲ調達が、全国におい

て広まっていくことが期待される。 








